
 

 

（文教はぐくみ委員会要求資料） 

令 和 ７ 年 ２ 月 

子ども若者はぐくみ局 

 

放課後等デイサービスの指定取消に係る利用調整の状況について 

 

  指定取消処分（効力発生日：令和７年１月１日）が行われた放課後等デイサービ

スの利用者について、指定取消後の利用調整に係る状況は下記のとおり。 

 

 ・ 利用者の総数     ５９名 

 ・ 同一法人内の他事業所で利用を継続した方 ５６名 

 ・ 他法人の事業所に移って利用を継続した方  ２名 

 ・ 放課後等デイサービスの利用を終了した方  １名（※） 

 

 ※ 子どもの意向等により他事業所での利用継続を希望しなかったため、利用終了

に至ったもの。 


